
（別紙）「2025 年日本国際博覧会 記念チケット発行業務」特約条項 

 

 

第１条 定義 

 本契約において別途定義されている語句を除き、本契約で用いられる語句の定義は下記

のとおりとする。 

 １．「販売ロイヤリティ」とは・・・協会以外の者が、大阪・関西万博に関連する商品を

販売する際に協会に支払わなければならない使用料をいう。 

 ２．「協会 IP」とは・・・大阪・関西万博公式ロゴマーク及び公式キャラクター等の知的

財産（Intellectual Property）をいう。 

 ３．「協会 IP使用料」とは・・・協会以外の者が、大阪・関西万博公式ロゴマーク及び

公式キャラクター等を使用する際に協会に支払わなければならない料金をいう。 

 ４．「2025MLO」とは・・・2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィスをいう。 

 

第２条 記念チケット等に係る著作権等の帰属 

１．本事業の記念チケット等の著作権は、受注者に帰属する。 

２．受注者は、協会が前項の著作権について無償で複製し利用すること及びインターネ

ットを利用して配信することを許諾するものとする。 

３．受託者は、協会に対し、記念チケット等が第三者の著作権その他の権利を侵害して

いないことを表明保証する。 

４．本事業の記念チケット等に第三者が著作権その他権利を侵害するおそれがあるとき

は、受注者の責任と費用負担において、当該著作権等の利用に関する一切の手続を

完了するものとする。 

 

第３条 販売ロイヤリティ及び協会 IP 使用料 

 １．受注者は、記念チケット等１枚あたり、下表の販売ロイヤリティ料率に販売価格を

乗じた金額を協会に対して支払うものとする。また、下表のその他に該当する商品

を販売する際は、必ず 2025MLO と協議し、協会 IP 使用料を 2025MLO に対して支払

うものとする。 

   なお、下表におけるカテゴリー及びそれら各販売価格については、受注者の提案時

のものとし、協会がチケット販売価格を変更することがあるとしても、受注者は、

提案内容を維持するものとする。 

カテゴリー 販売価格 

（１枚当たり） 

販売 

ロイヤリティ料率 

簡易チケット 100 円 なし 

記念チケット ●円 ●％ 

スタンプ帳一体型記念チケット ●円 

その他 ●円 

 ２．受注者は、販売ロイヤリティについて、サービス利用者から入金済となった実績に

基づき月末に締めて、翌月 10日までに金額を確定して協会に通知し、同月末日まで



に協会が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込に要する費

用は、受注者の負担とする。 

 

第４条 業務委託料 

受託者が受け取る業務委託料は、チケット利用者から収受する記念チケット等の発行価

格から、協会に支払う販売ロイヤリティ及び協会 IP 使用料を差し引いた残額とする。 


